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令和７年度都区財政調整協議結果等について 

 
 

１ 令和７年度都区財政調整 

（１）概要 

 対前年度増減率 

①  調整税等（当年度分）                           ２兆３，１１５億円  （５．６％） 

②  交付金の総額（ア＋イ）                １兆２，９８３億円  （６．８％） 

 ア 当年度分（調整税等の５６％）  １兆２，９４５億円 

 イ 精算分                                        ３８億円 

③  基準財政収入額Ａ                                                                                           １兆５，０９７億円  （９．２％） 

④  基準財政需要額Ｂ                                                                                           ２兆７，３０１億円  （７．６％） 

 ア 経常的経費                                                                                                                         ２兆１，８５０億円 

 イ 投資的経費                                                                               ５，４５１億円 

⑤  交付金                              １兆２，９８３億円   （６．８％） 

 ア 普通交付金（Ｂ－Ａ）             １兆２，２０４億円 

 イ 特別交付金                                                                              ７７９億円 
 
 

（２）特徴 

 

 

 

 

・普通交付金は、交付金総額の９４％相当で１兆２，２０４億円、前年度と比べて、 

６５２億円の増となりました。特別交付金は、交付金総額の６％相当で７７９億円、

前年度と比べて、１７１億円の増となりました。 

 

 

 

 

 

・特別区民税は、雇用・所得環境の改善や令和６年度に実施された定額減税の終了

を反映し、前年度と比べて、１，２７０億円の増となりました。 

・地方消費税交付金は、個人消費や輸入取引が堅調に推移することによる増を見込

んだ結果、前年度と比べて、１９６億円の増となりました。 

 

 

 

《交付金の総額》 

交付金の総額は、１兆２，９８３億円で、前年度と比べて、８２３億円、６．

８％の増となり、４年連続の増加となりました。 

《基準財政収入額》 

基準財政収入額は、１兆５，０９７億円で、前年度と比べて、１，２７５億円、 

９．２％の増となり、４年連続の増加となりました。 
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・経常的経費は、公共施設ＬＥＤ灯切替事業費を新規算定するなど、前年度と比べ

２，７２６億円の増となりました。投資的経費は、物価高騰等を踏まえた建築工

事単価を反映するとともに、標準施設規模や年度事業量を見直すなど、前年度と

比べ８００億円の減となりました。 

 

 

２ 協議課題の調整内容 

（１）都区間の財源配分に関する事項 

   特別区の配分割合を５６％とし、あわせて、災害対応経費等に充当される特別交 

  付金の割合を６％に変更します。 

 

（２）特別区相互間の財政調整 

項    目 都 区 合計 

１ 最終的な提案数 ８ ７４ ８２ 

 
（１）当初提案 ８ ７３ ８１ 

（２）追加提案  （※）１ １ 

２ 調整項目数 ７ ５４ ６１ 

 

（１）新規算定  ２６ ２６ 

（２）算定充実  １５ １５ 

（３）事業費の見直し ５  ５ 

（４）算定方法の改善等 ２ １２ １４ 

（５）財源を踏まえた対応  １ １ 

３ 協議が整わなかった項目数 １ ２０ ２１ 

※ 財源を踏まえた対応（公共施設改築工事費の臨時的算定） 
 

① 新規算定（２６項目、１，６８８億円） 

公共施設ＬＥＤ灯切替事業費、重層的支援体制整備事業費、予防接種助成事業 

費（小児インフルエンザ）、地域公共交通会議運営費、【小・中学校費】学校 

給食費保護者負担軽減事業費、能登半島地震を踏まえた災害対応力強化経費（ 

都区連携経費）など 

 

② 算定充実（１５項目、１２９億円） 

区議会事務局運営費、子ども医療費助成事業費、環境施策推進費（低炭素型社 

会推進費）、労働総務費（高齢者就労対策事業助成金）、【小・中学校費】学 

校運営費（教育用コンピュータ整備費）など 

 

《基準財政需要額》 

基準財政需要額は、２兆７，３０１億円で、前年度と比べて、１，９２７億円、 

７．６％の増となり、４年連続の増加となりました。 
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③ 事業費の見直し（５項目、△９億円） 

生活扶助費（中国残留邦人等生活支援給付金）、結核予防費（一般患者医療費）、 

結核予防費（入院患者医療費）など 

 

④ 算定方法の改善等（１４項目、１，５１９億円） 

生活困窮者自立支援事業費、【単位費用】【態容補正】環境事業推進費（路上 

喫煙等巡回指導委託）、放置自転車等対策事業費、勤勉手当支給に伴う会計年 

度任用職員経費の単価の見直し、【投資】投資的経費の見直し（建築工事）など 

 

⑤ 財源を踏まえた対応（１項目、２，０５９億円） 

公共施設改築工事費の臨時的算定 

 

⑥ 協議が整わなかった項目（２１項目） 

自治体システム標準化経費、利用者負担（保育所等）、精神障害者退院後支援 

事業費、放課後子ども教室推進事業費、労務単価上昇への対応経費など 
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３ 協議上の諸課題 

項目 区の考え方 都の考え方 協議結果 

特別交付金 

（特別交付

金の割合の

引下げ） 

・各区が安定的な財政 

運営を行うためにも、 

可能な限り、算定内 

容が客観的かつ明確 

に規定されている普 

通交付金による対応 

を図るため、特別交 

付金の割合を２％に 

引き下げることを求 

めた。 

・区ごとに異なる財政

需要が、５％を大き

く超える規模で毎年

申請されていると主

張した。 

協議が整わなかった項

目として整理する。 

特別交付金 

（算定の透

明性・公平

性の向上） 

・算定ルールに記載の

ない事項により除外

となった事業が確認

されたため、区側が

認識していない算定 

ルールの明確化等を

始めとした見直しを

求めた。 

 

・算定項目「Ｃ－イ 

普通交付金算定対象

外施設に係る老朽化

への緊急対応」の算

出方法について、事

業終了年度に財調単

価による算定が実績

額による算定を下回

る場合で、実績額が

増加し、かつ事業終

了年度の財調単価が

申請年度から増加し

たときは、事業終了

年度の財調単価に整

備面積を乗じた額と

既に交付した額との 

差分で精算するよう、 

算定ルールの見直し 

を求めた。 

  

・特別交付金の算定対

象となる経費は、都

と区で合意した算定

ルールで、「当該年

度に発生した特別の

財政需要等」と定め

られており、都は算 

定ルールに則って適

切に算定していると

主張した。 

 

・「Ｃ－イ」の算出方

法は、算定ルールに

おいて、財調単価に 

よる算定又は実績額

による算定のいずれ

か少ない額としてい

る。これは、各区に 

おける事業の規模や

単価のグレード差を

調整するためのもの

である。こうした算

定ルールを都区で合

意している以上、精

算時に財調単価の上

昇を反映するのであ 

れば、同様に下降時

にも反映しなくては

ならないとし、複数

年度にわたる事業に

協議が整わなかった項 

目として整理する。 
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ついては、年度間の 

調整を図る観点から、 

事業終了年度の財調 

単価のみではなく、 

申請初年度から事業

終了年度までの財調

単価の平均を基に精

算することが妥当と 

主張した。 

 

項目 区の考え方 都の考え方 協議結果 

都市計画交

付金 

・都市計画税本来の趣

旨を踏まえ、都区の

都市計画事業の実施

割合に見合うよう、

交付金総額を拡大、

全都市計画事業を交

付対象化、交付率の

上限撤廃、都市計画

公園整備事業に係る

単価の算定方法を改

善、都が行う都市計

画事業の実施状況や 

都市計画税の充当事

業の詳細の提示など

を求めた。 

・都市計画交付金は、

特別区における都市

計画事業の円滑な促

進を図ることを目的

として、都において

創設した交付金であ 

る。都はこれまでも、 

各区から直接、都市 

計画事業の実施状況 

や意向等を伺い、必 

要な予算額を確保し 

てきた。都としても、 

特別区における都市 

計画事業の円滑な実 

施は重要であると考 

えており、今後も引 

き続き、適切に対応 

していくと主張した。 

協議が整わなかった項

目として整理する。 
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４ 令和６年度都区財政調整再調整 

【当初算定との比較】                            （単位：億円） 

区  分 基準財政収入額 基準財政需要額 普通交付金 特別交付金 

再  調  整 １３，８２２ － １１，９６９ ６３０ 

当 初 算 定 １３，８２２ ２４，８９１ １１，２５８ ６０８ 

比    較 ０ － ７１１ ２２ 

※ 再調整における、基準財政需要額は調整中です。 

 

  当初算定時の算定残約２９４億円が、その後の調整税等の税収見込の増により約７１

１億円となりました。このため、次の１４項目により再調整を実施することとなりまし

た。 

 

（１）公共施設ＬＥＤ灯切替事業費 

   公共施設ＬＥＤ灯切替事業に係る経費を算定します。 

 

（２）児童手当給付事業費 

   「児童手当法」改正に伴う、令和６年１０月からの所得制限撤廃等の制度改正に

係る経費を算定します。 

 

（３）私立保育所施設型給付費等 

令和６年４月からの４歳以上児配置改善加算に係る経費を算定します。 

 

（４）国民健康保険事業助成費（出産育児一時金） 

   令和５年４月からの出産育児一時金の１人当たり支給額の引上げに要する経費を

算定します。 

 

（５）予防接種費（ＢＣＧ） 

   令和６年４月からのＢＣＧ感染症に係る予防接種費用の単価改定に伴う経費を算

定します。 

 

（６）予防接種助成事業費（男性ＨＰＶ） 

   小学６年生から高校１年生相当を対象とした男性ＨＰＶワクチン接種の助成に係

る経費を算定します。 

 

（７）予防接種助成事業費（小児インフルエンザ） 

   生後６か月から１２歳以下を対象としたインフルエンザワクチン接種の助成に係

る経費を算定します。 

 

（８）予防接種費（新型コロナウイルス） 

   令和６年１０月からの新型コロナウイルス感染症予防接種に係る経費を算定しま

す。 
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（９）商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分）） 

   物価高騰等に対応するための中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分）

の令和６年度貸付分について、当年度における利子補給及び信用保証料補助に係る

経費を算定するとともに、令和７年度以降全ての利子補給分を算定します。 

 

（１０）【小・中学校費】学校給食費保護者負担軽減事業費 

    区立小・中学校を対象とした学校給食費保護者負担軽減事業に係る経費を算定

します。 

 

（１１）標準給等の見直し 

    特別区人事委員会勧告を受けた給与改定を踏まえるとともに、定年引上げに伴

い標準給等を見直します。 

 

（１２）勤勉手当支給に伴う会計年度任用職員経費の単価の見直し 

    令和６年４月からの会計年度任用職員勤勉手当等に係る経費を算定します。 

 

（１３）首都直下地震等に対する防災・減災対策としての公共施設改築経費 

    発生が危惧されている首都直下地震や、頻発化・激甚化する風水害に備え、災

害時の避難所等となる公共施設の改築需要に係る経費を算定します。 

 

（１４）義務教育施設の新築・増築等経費の起債充当除外 

    義務教育施設の新築・増築等に要する経費について、起債充当を行わないこと

として算定します。 

 


